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船舶事故調査報告書 

令和４年７月６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年７月４日 １５時２６分ごろ 

発生場所 千葉県富津市富津岬北西方沖 

第２海堡灯台から真方位０７４°１.８海里付近 

（概位 北緯３５°１９.２′ 東経１３９°４６.６′） 

事故の概要  プレジャーボートＪＫ
ｼ ﾞ ｪ ｲ ｹ ｲ

は、東北東進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和３年８月３日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ＪＫ、１.７トン 

 ２３２－３９１３２千葉、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 プロペラ翼に欠損 

 気象・海象 

 

気象：天気 雨、風向 北、風速 約３m/s、視程 約５００ｍ 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約１２５cm

（木更津） 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣りを終えた後、千葉県木更津港

潮見岸壁に着岸する目的で約１４ノットの対地速力で航行中、霧雨に

より視程が約４,０００ｍとなり、わずかに視認できる第２海堡を目

標として東北東進した。 

 船長は、富津岬北側の浅所（以下「本件浅所」という。）の存在は

知っていた。船長は、第２海堡と第１海堡の間で霧雨により視界がさ

らに悪化して、視程が約５００ｍとなり、陸上の物標が見えなくなっ

たものの、これまでに何度も通っている慣れた海域であり、航行に支

障はないと思い、ＧＰＳプロッターを作動させず、針路及び速力を保

持して目視のみで航行を続けた。 

 船長は、船首方１００ｍほどの海面に白い波が立っているのが見

え、減速したが間に合わず、本件浅所に乗り揚げた。 

本船は、喫水が船首尾共に約８０cm であった。 

分析 本船は、視程約５００ｍで陸上の物標が見えない状況下、船長が、

慣れた海域であり、針路及び速力を保持して目視のみで航行を続け、

本件浅所に向けて航行したことから、本件浅所に乗り揚げたものと考

えられる。 

原因  本事故は、本船が、視程約５００ｍで陸上の物標が見えない状況

下、船長が、慣れた海域であり、針路及び速力を保持して目視のみで

航行を続け、本件浅所に向けて航行したため、本件浅所に乗り揚げた
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ものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、視界不良の状況下では、慣れた海域であっても、目視の

みに頼ることなく、ＧＰＳプロッター等の航海機器を活用し、船

位を適切に把握して航行すること。 

・船長は、視界の状況に応じた安全な速力で航行すること。 

 


